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１．お役立ちなんでも情報 

 

■予防対策の徹底 

・益田市内でも感染者が確認されるなど、全国でコロナウイルス感染症の被害が拡大しています。 

 農林水産省が発表している予防対策を掲載します。 

 

 

令和２年８月２８日 益田市農業担い手支援センター発行 

益田市ホームページアドレスhttp://www.city.masuda.lg.jp/ 

新型コロナウイルス対策について 

１．お役立ちなんでも情報  

２．【特集】農業経営の法人化について 

    （株）LOCAL RICH 3inさんに聞いてみました！！ 

◇◇コラム◇◇ 
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■高収益作物次期作支援交付金について 

・国では、野菜、花き、果樹、茶栽培について、新型コロナウイルスの影響に打ち勝つため、次期

作に向けた取り組みを行う生産者に対し、標記交付金事業を実施します。 

・支援対象となるのは、令和2年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶について出荷実績があ

る生産者です。４ページのパンフレットをご確認いただき、益田市農林水産課（電話：３１－０

３１２）までご連絡ください。 

 

 

 

今回は、「農作業安全」についてです。 

農作業安全はGAPの取組みの中でも非常に重要な分野です。なぜなら、農作業中の事故は、皆

さんの命に関わることだからです。 

最初に、平成30年の全国の農作業事故死亡者数の調査結果を紹介します。農作業事故による死

亡者数は274人で、過去10年を見ても300～400人で推移しています。これは就業人口当た

りの死亡者数で比較すると、建設業の2倍に当たる数です。事故区分別にみると、「農業機械作業」

に係る事故が約60％と大部分を占めていますが、「熱中症」による死亡者も15％に上り、近年増

加しています。年齢階層別にみると、65 歳以上の高齢者の事故が 237 人で、全体の86.5％を

占めています。 

長年農作業を続けておられる皆さんにとっては、使い慣れた機械作業や、いつも通る作業道に危

険を感じられないかもしれません。しかし、これまで何も起こらなかったから、これからも大丈夫

ということはありません。むしろ、慣れからくる油断は禁物です。 

普段の作業中にヒヤリとしたことがあればすぐに対策をとる、機械の操作方法が自己流になって

いないか改めて確認してみる等、普段から農作業安全について意識する習慣を持ちましょう。 

【農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善取組例】 

・危険性の高い機械作業や危険個所を把握、危険個所への目印の設置 

・路肩の草刈り、軟弱地の補強 

・機械の取扱説明書を読み、使用方法や安全装置等を確認 

・機械に巻きこまれない適切な服装で作業する 

・機械の使用前後の点検と定期的な整備 

・作業機への詰まりを除去する際の、エンジンと作業機の停止確認 

・飲酒後や体調不良時に、機械作業や高所作業は行わない 

・計画的な作業実施と、適度に休憩をとる 

・暑熱環境における水分摂取、定期的な休憩、日よけの設置 

・蜂やヘビなど危険な生物への対応法及び被害にあった場合の応急処置等の確認 等 

 

ＧＡＰのすすめ（第２回） 
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■令和２年度総会について 

・令和２年６月に、令和２年度益田市認定農業者連絡協議会総会が書面決議にて開催され、承認さ

れました。 

・令和２年度、３年度の体制は、会長：豊田証治さん（新任）、副会長：竹内直実さん（再任）、 

 寺戸豊太郎さん（新任）です。よろしくお願いします。 

・新型コロナウイルスの状況を見ながら、役員会で協議して活動を進めていく考えです。 

 

■島根県認定農業者組織ネットワーク役員会について 

・7月7日に松江市において開催され、豊田会長が出席されました。 

・今年度総会を書面議決すること、研修会の内容等について意見交換されました。 

 

■全国農業担い手サミットの延期について 

・今秋、茨城県で開催予定だった「全国農業担い手サミットin茨城」は、新型コロナウイルスの影

響で、令和３年秋に延期されました。 

 

 

◇◇コラム◇◇ 

『コロナ、コロナ』と騒いでいるうちに、いつの間にか梅雨入りし、いつの間にか 8 月に入り、

いつの間にか今年が終わりそうな様子です。 

そんな中、今年も実りの秋がすぐそこまで来ています！おいしい農畜産物で何を作って食べよう

か考えるのも楽しみの一つです。 

旬のものは栄養満点です。たくさん食べて、夏バテに負けず元気に過ごしましょう。（Ｋ．Ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益田市認定農業者連絡協議会からのお知らせ 
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農業経営の法人化について
（株）LOCAL RICH 3in さんに聞いてみました！！

『経営が安定してきたのでより強固なものにしたいな』『従業員を増やしたいな』とい
う思いから、「法人化」を検討される方もいらっしゃるかと思います。
しかし、いざ「法人化」しようと思っても、「法人化」はほとんどの方にとって初めて

の経験なので、具体的な検討が進まないことが多いです。
そこで、皆さんに法人化の実情を知っていただくため、今年３月に株式会社を設立され

た竹内直実さんにお話を伺いましたので、ご紹介します。法人化をご検討中の皆さんには、
より現実的な検討を行う参考材料として、また、これまで法人化の意向がなかった皆さん
には、法人化そのものを知る一助となれば幸いです。

■設立年月日 令和２年３月５日

■経営規模 ぶどう162a、タラの芽50a（西部開パイ）

■従業員数 役員：2名 正社員：3名

パート・アルバイト：3～5名

★従業員の勤務形態（休暇）

不定休（隔週２日制に近い形で、盆・正月は休み）

年次有給休暇は法定どおり付与

※週ではなく月単位で労働時間を調整

（株）LOCAL RICH 3in の概要

代表取締役社長

竹内直実さん

Ｑ．何が目的で法人化しましたか？

Ａ．まずは、従業員の福利厚生の充実、あわせて、自分がいなくても継続可能な経営体にしたい

という思いから会社を設立しました。

Ｑ．まずは何から始めましたか？

Ａ．税務や社会保障について専門家に相談しました。

とっかかりの情報収集はインターネットや本を見たりして、何がいるのか、どこに手続き

に行けばよいのかを調べました。

Ｑ．島根県農業経営相談所を活用されてみていかがでしたか？

［相談実績：（H30）中小企業診断士１回・税理士１回、（R1）税理士１回・社労士１回］

Ａ．何回か話をしないと分からないことも多いので、相談を重ねました。

法人設立については数年前から迷っていましたが、相談することで気持ちに踏ん切りがつき

ました。結局、法人化してみないとわからないところがあるので、する気があって悩むなら、

早く法人化しておけばよかったなと今は思います。

１．法人化までの課程

５



Ｑ．早めに取り掛かったほうがよいことは何ですか？

Ａ．資産をどうするか、決められるものから決めていったほうがいいと思います（設立した会社

に売却するのか、自分名義のまま会社に貸し出すのか）。土地・ハウスは自分名義のまま会

社に貸し出しています。機械は、ある程度年数が経過したものは会社に売却しましたが、自

分名義のまま貸し出しているものもあります。次の代に替わる時のことを考えたら、すべて

の資産を会社で所有したほうが手続きが簡単でいいだろうなとは思っています。

Ｑ．法人を設立して変わったことはありますか？

Ａ．今までは従業員さんの給料や経費を引いて残ったものが個人の所得で、自分の給料がいくら

なのかは決算してみないとわからない状況でしたが、会社から給料をもらう形になり、お金

の流れが分かりやすくなりました。例えば、備品を買う時も、これまでは自分の小遣いが減

ってしまうという感覚でしたが、会社の経費として割り切ってお金を使えるようになりまし

た。ボーナスについても個人の所得を減らして出していましたが、会社が儲かっているなら

しっかり出そうと思っています。

Ｑ．法人化して大変になったことは何ですか？

Ａ．社会保険の手続き等の事務が増えました。決算は税理士さんにお願いしています。あとは

気持ち的な問題ですかね。企業としてきちんと社員さんに給料を支払い続けないといけな

いので、より売上に敏感になりました。責任が肩に重くのしかかっています…。

Ｑ．法人化について、社員の皆さんの反応はいかがですか？

Ａ．日々の業務が変わるわけではないので、特別気分が変わったというのはまだ感じられません

が、個人農園の働き手という存在から社員に変わったことで、みんなで会社を盛り立てよう

という意識が芽生えてくれるといいなと思います。

Ｑ．社員の技術習得・向上に向けた研修は何か考えておられますか？

Ａ．これまでもタイミングが合えばぶどう部会の栽培講習会や機械の講習に参加してもらってい
ましたが、外で学ぶ機会を増やしていきたいと思っています。美味しまね認証の取得を目指
していますが、社員２人に任せています。自分たちで考えて進めていってほしいですね。

Ｑ．どんな会社を目指していきたいですか？
Ａ．規模拡大しつつ、地域になくてはならない会社であり続けたいです。

Ｑ．今後の求人についてはどのようにお考えですか？
Ａ．求人を見に行った時、個人農園で社会保険のないところよりは社会保険のある法人のほうが

安心して働けると皆さん感じると思うので、そういった面で目にとまってくれるといいなと
思います。

３．これからの展望

２．法人設立から半年経って

Ｑ．社員の社会保険の加入について、手続きは大変でしたか？

Ａ．特段大変なことはありませんが、手続きは浜田の年金事務所まで行かなければなりません。

書類の書き方は当然分からないので、何回か聞きながら作成しました。

６



山陰の地で、

光合成の３要素で
できる農作物を育
てて３つの思いを
達成しよう！！

社名【（株）LOCAL RICH 3in】の由来を聞いてみました！

①地方で豊かに暮らそう

②地方から都会の食を豊かにしよう

③やっぱり地方って豊かだよね

Ｑ．新たにチャレンジしたいことはありますか？

Ａ．６次産業化や新しい取引先の開拓に取り組みたいと思っています。個人農園より会社のほう

が対外的に取引きしやすいと思うので、色々と楽しいことにチャレンジしていきたいですね。

竹内さんには、ご多忙中にもかかわらず、今回の取材を快く引き受けていただきました。

誠にありがとうございました。コロナ禍で刻々と変化する状況に奮闘されていることと思
いますが、社名に込められた思いが達成されることを願っております。
おわりに、法人化するにあたり竹内さんも活用された「島根県農業経営相談所」につい

てご案内させていただきます。

お申込み・お問い合わせ先 ＞＞＞＞ 益田市農業再生協議会（益田市役所農林水産課内）
TEL：0856-31-0312 FAX:0856-24-0452

「島根県農業経営相談所」は、担い手農業者の法人化や経営継承、規模拡大などの経営課題
に対し、関係機関や専門家が連携して支援を行うことを目的として、平成30年7月に開設さ
れました。

例えば、こんなお悩みはございませんか？
・法人化したい ・販売促進の方法がわからない
・従業員を雇用したい ・経営規模を拡大したい
・事業の継承について相談したい ・多角化に取り組みたい …など

⇒まずは「島根県農業経営相談所」にご相談ください！『経営を改善したいので経営診断し
てほしい』という相談でも結構です！税理士、社労士、中小企業診断士など様々な分野の
専門家が課題解決に向けてサポートします。

４．島根県農業経営相談所について

担い手

農業者

①相談・申込 ②調整

③無料で専門家派遣・フォローアップ

地域農業

再生協等
(市・JA・普及部)

島根県農業

経営相談所

ローカル リッチ サンイン
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